
（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

 

Ⅰ 現状 

１ 地域の災害リスク 

（１）洪水 

    県の洪水浸水想定区域図によると、一宮川流域の２４時間総雨量６４０．２ｍｍの降雨で一

宮川が氾濫した場合、当会が立地する商店街地域において０．５ｍ未満、または０．５～３ｍ

の浸水被害が予想されており、隣接する関東台地域などでは３～５ｍの浸水被害が予想されて

おり、一宮川沿い地域の浸水リスクは大きいものとなっている。 

 

（２）土砂災害 

令和７年１０月現在、千葉県では町内に土砂災害警戒区域を５９箇所指定しているが、５年

前と比べ大幅に増加している。小売業者等が集積している商店街等への影響はほとんどないと

予想されるが、本給の住宅地は土砂災害警戒区域に囲まれている為、災害リスクは大きいもの

となっている。 

 

（３）地震 

    当町地域防災計画（令和５年３月改定）の被害想定によると、千葉県を含む南関東地域で今

後３０年以内にマグニチュード７程度の地震が発生する確率は７０％程度とされており、地震

発生の蓋然性が高い状況にあるとしている。また、千葉県において、近い将来大きな影響を及

ぼす可能性のあるマグニチュード７クラスの地震として東京湾北部地震や千葉県東方沖地震な

どが想定されており、これらの地震が発生した場合、当町では最大で震度６弱の揺れが発生し、

建物倒壊等の被害が発生することが想定されている。 

 

（４）津波 

    平成 23 年に制定された「津波防災地域づくりに関する法律」では津波災害警戒区域及び津波

災害特別警戒区域については令和７年１０月現在未指定となっている。しかし、元禄地震をモ

デルとしたシミュレーション（2013 中央防災会議モデル）では、最大津波高 10.2ｍの津波が、

33 分で到達し、広い範囲で浸水被害が発生する事が予想される。 

 

 （５）その他 

    令和元年９月９日の台風第１５号と令和元年１０月２５日の台風第２１号の暴風と豪雨によ

り、町内全域において家屋等の被害が２８８件に達するなど、大きな被害が発生した。 

 

 （６）感染症 

    新型インフルエンザは、１０年から４０年の周期で出現し、世界的に大きな流行を繰り返し

ている。また、新型コロナウィルス感染症のように全国的かつ急速なまん延により、当町にお

いても多くの町民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある。 

 

 

 

 

 

 



 

２ 商工業者の状況 (令和７年４月１日現在) 

① 商工業者数   ４２７事業所（令和３年度経済センサス基礎調査より） 

② 小規模事業者数 ３６５事業所（   〃      〃       ） 

   内 訳 

業 種 商工業者数 小規模事業者数 備考(立地状況等) 

建設業 ５１ ４７ 町内に広く分散 

製造業 １７ １３ 点在 

卸売業 １２ １０ 点在 

小売業 １１４ ８５ 町内に広く分散 

飲食・宿泊業 ７８ ６８ 町内に広く分散 

サービス業 １５２ １３９ 町内に広く分散 

その他 ３ ３ 点在 

合 計 ４２７ ３６５  

 

 

３ これまでの取組 

 （１）当町の取組 

  ① 一宮町地域防災計画の策定 

     当町では、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４２条の規定により、住民の

生命、身体及び財産を災害から守ることを目的に、「一宮町地域防災計画（第１編(総則)、第

２編(地震・津波編)、第３編(風水害等編)及び第４編(大規模事故編で構成)」を策定している。 

 

  ② 防災訓練の実施 

     当町では、災害時における防災活動の迅速かつ円滑な実施を期するため、各防災関係機関

相互及び地域の自主防災組織や住民との協力体制の確立に重点を置いた総合訓練や個別訓練

（自主防災組織訓練等）を毎年度実施している。 

 

  ③ 防災備品の備蓄 

     当町では、住民の生命や財産を守るため、災害発生直後から被災者に対して円滑に必要な

物資等の供給が行えるよう、食料・生活必需品等の備蓄・調達並びに物流に係る体制の整備

に努めている。併せて、大規模災害時における医療救護などの救援活動を実施するために必

要な資機材、物資等の計画的な整備に努めている。 

 

  ④ 防災備蓄施設の整備 

     災害時における災害応急対応を円滑に行うための防災拠点施設や避難所等の各種防災施設

の整備に努めている。 

 

 （２）当会の取組 

  ① ＢＣＰ（事業継続計画）に関する各種施策の周知 

  ② 損害保険会社（千葉県火災共済協同組合等）と連携した損害保険への加入促進 

  ③ 被災事業者に対する各種補助金申請の支援（小規模事業者持続化補助金や県の災害復旧補助

金等） 

  ④ 日本政策金融公庫や県・町などの公的な各種融資制度の斡旋 

  ⑤ 国、県及び町が行った商工業関係被害状況調査への協力 



 

Ⅱ 課題 

１ 当町の防災計画では、総則において「防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱」の公

共的団体の中で商工会の取り組むべき内容が記載されているが、その内容は関連企業等の被害調

査等の協力と商工業者の災害対策及び災害復旧についての記載にとどまっている。災害が多発し

ている近年の状況下において被災からの早期の復旧・復興を目指し、経済的被害を最小限にとど

めるためには、当町と当会の間における緊急時のより具体的な取組みや協力体制等の構築等が必

要となっている。 

 

２ 当会職員が被災した場合に機動力を失うことになるため、千葉県商工会連合会等との応援体制

の構築等が必要となっている。 

 

３ ＢＣＰ（事業継続計画）を策定している小規模事業者はフランチャイズに加盟しているコンビ

ニやごく一部の事業者に限られており、小規模事業者のほとんどが策定してしない。 

 

４ 災害に関する平時・緊急時の対応（各種損害保険やＢＣＰ（事業継続計画）の作成等）を推進

するノウハウを持った人員が不足している。 

 

 ５ 感染症対策において、地区内小規模事業者に対して予防接種の推奨や手洗いの徹底、体調不良

者を出社させないルール作りや、リスクファイナンス対策として保険の必要性が周知されていない。 

 

Ⅲ 目標 

１ 発災時における連絡を円滑に行うため、当町と当会との間における被害情報報告ルートを構築

する。 

 ２ 発災後、速やかな復興支援策が行えるよう当会における体制と千葉県商工会連合会等の関係機

関との連携体制を構築する。 

 ３ ＢＣＰ（事業継続計画）策定率の向上に向けて、地区内小規模事業者に対して災害リスクの認

識と事前対策の必要性を周知する。 

 ４ 各種研修会へ当会経営指導員を派遣し、各種損害保険やＢＣＰ（事業継続計画）作成等を推進

するためのノウハウや知識の習得を通じて資質の向上を図る。 

 

※ 上記内容に変更が生じた場合は、速やかに千葉県へ報告する。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

 

Ⅰ 事業継続力強化支援事業の実施期間(令８年４月１日～令和１３年３月３１日) 

 

Ⅱ 事業継続力強化支援事業の内容 

 

 １ 事前の対策 

（１）小規模事業者に対する災害リスクの周知 

   ① 当会職員（経営指導員等）による巡回指導時に、ハザードマップ等を用いて事業所立地場

所の自然災害等のリスク及びその影響を軽減するための取組や対策について説明する。 

   ② 町広報や商工会報、当会のホームページ等において、国・県の施策の紹介や各種損害保険

の概要、ＢＣＰ（事業継続計画）を策定した小規模事業者の事例紹介等を行う。 

   ③ ＢＣＰ（事業継続計画）策定の専門家を招へいし、小規模事業者を対象にＢＣＰ（事業継

続計画）策定個別相談会を開催する。 

   ④ 当会経営指導員による巡回指導時に、中小企業等経営強化法に基づく「事業継続力強化計

画」の申請等に関する支援を実施する。 

 

 （２）商工会自身の事業継続計画の作成 

    令和２年度に危機管理マニュアルを策定 

 

 （３）関係団体等との連携 

   ① 損害保険会社等と連携し、小規模事業者を対象に損害保険加入説明会や損害保険見直しの

ための個別相談会を開催する。 

   ② 金融機関等の関係機関へハザードマップや損害保険への加入に向けた各種ポスターの掲

示、パンフレットの設置を依頼する。 

   ③ 被災した小規模事業者が低金利融資を受けられるように、金融機関と協力、連携を図る。 

④ 被災した小規模事業者が事業設備等を早期復旧できるように優先的な修繕・修理に向けて

建設・設備等の関連団体と連携する。 

 

 （４）フォローアップ 

   ① 中小企業等経営強化法に基づく「事業継続力強化計画認定企業」に対してその取組み（策

定したＢＣＰ計画の遂行）を支援する。 

   ② ＢＣＰ（事業継続計画）策定個別相談会に出席した小規模事業者に対して専門家を派遣し、

ＢＣＰ（事業継続計画）策定に向けて具体的に支援する。 

   ③ 当会に事業継続力強化支援協議会（構成員：当町担当者、当会正副会長）を必要に応じて

設置し、小規模事業者のＢＣＰ（事業継続計画）への取組み状況等について協議する。 

 

（５）当該計画に係る訓練の実施 

    年に一度、様々な自然災害（マグニチュード７の地震等）が発生したと仮定し、当町と当会

とで連絡ルートの確認等を実施する。なお、毎年当町主催による大規模な防災訓練が実施され

るため、当該計画に係る訓練は必要に応じての実施とする。 

 

 

 

 



 

（６）防災備品の購入 

   毎年度、当会財源の可能な範囲内で自然災害等による停電等に備えて発電機や携帯充電用備

品、ブルーシート等の防災備品を本計画期間中（令和３年度から令和７年度）に購入する。 

 

 （７）その他 

    重要なデータの適切な保管と情報収集・発信手段等を整備する。 

 

２ 発災後の対策  

   自然災害等発災時には、下記の手順で地区内の被害状況を把握し、関係機関へ連絡する。 

 

 （１）応急対策の実施可否の確認 

   ① 当会事務局責任者は、発災後３時間以内に職員緊急連絡網やＳＮＳ等により、職員の安否

と業務従事の可否を確認する。 

      ※事務局責任者が被災した場合は次席の者等が職員緊急連絡網等を指揮する。 

② 業務従事が可能な当会職員が把握した大まかな被害状況（家屋被害や道路状況等）は当町

と当会で共有する。 

 

 （２）応急対策の方針決定 

   ① 当会職員の自然災害等発災時における出勤は次のとおりとする。 

   （ア）職員自身の目線で命の危険を感じる降雨状況の場合は、出勤せず、職員自身がまず安全

を確保し、警報解除後に出勤する。 

   （イ）道路の陥没や崖崩れ等により交通の遮断等がある場合は、出勤せず、安全が確認された

後に出勤する。 

   （ウ）家族が被災した場合は、出勤せず家族の身の安全が確保された後に出勤する。 

   

② 当会職員全員または大多数が被災等により応急対策に従事できない場合の役割分担は次の

とおりとする。 

 

地区名 役職名 人数 応急対策の内容 

東部地区 理事 ２人 大まかな被害状況の把握等 

西部地区 理事 ２人 〃 

南部地区 理事 ２人 〃 

北部地区 理事 ２人 〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ③ 当会による大まかな被害状況の把握は２日以内に実施し、その状況を当町と当会で共有す

る。 

 （一宮町と一宮町商工会で共有する被害規模等の目安） 

被害規模 被害状況 

大規模な被害が
ある 

・地区内 10％以上の事業所で、「瓦が落ちる」、「窓ガラスが割れる」
等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内 1％以上の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」等
大きな被害が発生している。 

・被害が見込まれている地域において連絡が取れない、もしくは、
交通網が遮断されており、確認ができない。 

中規模な被害が
ある 

・地区内 5％程度の事業所で、「瓦が落ちる」、「窓ガラスが割れる」
等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内 0.5％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」
等大きな被害が発生している。 

被害がある 

・地区内 1％程度の事業所で、「瓦が落ちる」、「窓ガラスが割れる」
等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内 0.1％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」
等大きな被害が発生している。 

ほぼ被害はない ・目立った被害の情報がない 

      ※連絡の取れない地域は、大規模な被害が生じている可能性があると考える。 

 

④ 一宮町と一宮町商工会は災害時、以下の間隔で被害情報等を共有する。 

発災後～１週間 １日に２回以上共有する。 

必要に応じて追加する 

２週間～３週間 １日に２回共有する 

３週間～１ヶ月 １日に１回共有する 

２ヶ月以降 ２日に１回共有する 

     ※電話・ＦＡＸ・メール・携帯等による通常の連絡が不通の場合には商工会が直接町

役場を訪問し、被害情報等を報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３ 発災時における指示命令系統・連絡体制 

（１） 自然災害発生時における地区内の小規模事業者の被害状況の迅速な報告

及び指揮命令を円滑に行うための連絡ルートは次のとおりとする。 

※塗りつぶしの矢印が、主たる情報収集・連絡ルート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）二次被害を防止するための被災地域での活動は次のとおりとする。 

   当町及び当会からの要請等に基づき、当会の役員と職員が二次被害を防止するための諸活動

を実施する。 

※役員は被災地域以外の者とする。 

 

 （３）当町と当会は被害状況の確認方法や被害額（合計、建物、設備、商品等）の算定方法につい

て次のとおりとする。 

 

   ① 確認方法 

     当会の役員及び職員で構成する「災害復旧支援班」を地区ごとに組織し、被災事業所を実

訪してヒアリング調査等を実施する。 

構成員／班長：役員１名  班員：役員１名、職員１名 

  ※役員は被災地域以外の者とする。 

 

   ② 被害額の算定方法 

被害額（合計、建物、設備、商品等）の算定方法について、当会と当町であらかじめ確認

しておく。なお、国や県から指示があった場合は、その指示に基づいて算定する。 

 

（４）当町と当会が共有した上記の（２）及び（３）の情報は千葉県の指定する方法にて当町より千

葉県へ報告するとともに、当会より千葉県商工会連合会へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県商工労働部 経済産業局等

当等 

一宮町 

千葉県商工会連合会 

一宮町商工会 



 

 ４ 応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援 

   当会による支援は次のとおりとする。 

 （１）当会の電源を携帯電話充電のために開放する。 

（２）当会の発電機等機材を貸出する。 

（３）ブルーシート等を配布する。 

（４）経営や資金繰り等の相談窓口の開設について町と相談し、安全性が確認された場所において

相談窓口を設置する。 

 （５）当会は、国から依頼を受けた場合は、安全性が確認された場所において経営や資金繰り等の

特別相談窓口を設置する。 

 （６）前記３の（３）で収集した被害状況等をもとに、地区内小規模事業者等の被害状況の詳細を

確認する。 

 （７）応急時に有効な被災事業者施策（国、県、町の施策）を地区内小規模事業者等へ周知する。 

 （８）地区内小規模事業者等向けに被災事業者施策（国、県、町の施策）の説明会及び個別相談会

を開催する。 

 

 

 ５ 地区内小規模事業者に対する復興支援 

 （１）千葉県の方針に従って、復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者を支援する。 

 （２）被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合は、他の地域からの応援派遣等

を千葉県商工会連合会等に相談する。 

 （３）被災小規模事業者が小規模事業者持続化補助金や復興助成金、給付金等を申請する場合の書

類作成等を支援する。 

 （４）日本政策金融公庫・千葉県制度融資等の融資を斡旋する。 

（５）事業再建計画の策定を支援する。 

 

 

 ６ 感染症対策 

   新型コロナウイルス等の感染症対策は次のとおりとする。 

（１）事前の対策 

  ① Web 会議や交代勤務（在宅勤務）の導入に向けて必要なパソコン等の機器や通信環境等を

整備する。 

   ② 消毒液やマスク等を事前に購入して備蓄する。 

 

 （２）流行時の対策 

  ① 当会職員をグループごとに編成し、交代勤務（在宅勤務）を導入する。 

  ② 通常総会、理事会及び正副会長会議等の商工会の管理・運営に必要な会議は書面議決とす

る。 

  ③ 消毒液やマスク等が不足している小規模事業者へこれらを配布する。 

   ④ 当会職員のいずれかが感染した場合は県や保健所等の指示に従うものとし、場合によって

は事務所を閉鎖する。 

 

 

 ７ その他 

   上記内容に変更が生じた場合には、速やかに千葉県に報告する。 

 

 



（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和７年４月現在） 

Ⅰ 実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅱ 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

  １ 当該経営指導員の氏名、連絡先 

    経営指導員  廣田 春海（連絡先は下記Ⅲ－１） 

 

  ２ 当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度等） 

（１）本計画の具体的な取組の企画や実行 

（２）本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 

 

 Ⅲ 商工会／関係市町村連絡先 

 

  １ 一宮町商工会 

    〒２９９－４３０１  千葉県長生郡一宮町一宮３００２－１ 

     ℡ ０４７５－４２－３０８９   Fax ０４７５－４２－５６２９ 

      E-mail  :  info@1miya-chiba.com 

 

  ２ 一宮町役場  産業観光課 

〒２９９－４３９６  千葉県長生郡一宮町一宮２４５７ 

℡ ０４７５－４２－１４２７  Fax ０４７５－４０－１０７５ 

E-mail  :  shokan@town.ichinomiya.chiba.jp  

 

連携 

一宮町 

産業観光課長 

一宮町 

総務課 

一宮町 

産業観光課 連携 
連絡調整 

一宮町商工会 

法定経営指導員 指導／助言 

連携 
連絡調整 

連
携 

連
絡
調
整 

一宮町商工会 

会 長 

一宮町商工会 

事務局責任者 

指
示 

報
告 

一宮町商工会 

事務局 

指
示 

報
告 

報
告 

指
示 



 

（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

 

（単位：千円） 

 令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 令和 12年度 

必要な資金の額 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ 

  
ＢＣＰ策定個
別相談会開催
費 
通信費他 
 
 
 
 
防災備品 
購入費 
 

 
 
 

５０ 
 
 
 
 
 

１５０ 
 
 
 

 
 
 

５０ 
 
 
 
 
 

１５０ 
 
 

 

 
 
 

５０ 
 
 
 
 
 

１５０ 
 
 

 

 
 
 

５０ 
 
 
 
 
 

１５０ 
 
 

 

 
 
 

５０ 
 
 
 
 
 

１５０ 
 
 

 

 

 

調 達 方 法 

会費収入、事業収入、手数料収入、千葉県小規模補助金、町補助金等 

 


